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川西市
介護予防・日常生活支援総合事業

に係る事業者説明会

※本資料は現時点での検討状況をまとめたものであり、
今後変更が生じる場合があります

資料１



１ 介護予防・日常生活支援総合事業
の制度概要
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○平成２６年度の介護保険法改正により創設された制度。すべての市町村が
平成２９年４月までに実施します。

○介護予防給付のうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、新たに訪問
型サービス、通所型サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
に位置づけられます。

○総合事業は介護保険制度の中に位置づけられた事業であり、公費投入割合と
いった財源構成は従来と変わりません。
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１、総合事業導入の背景

２、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について

① 地域包括ケアシステムの構築

② 後期高齢者人口と介護給付費の増加

③ 介護人材不足

④ 高齢者のニーズ

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）への移行
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川西市の状況

本市の高齢化率は、平成２８年１２月末で３０．１％であり、近隣市に比べて非常に高い。

ただし、介護保険料は近隣市に比べて比較的安く、国の平均と比べても、約１，０００円程安い。
これは、現在のところ比較的元気な高齢者が多いということになるが、今後はこれ以上の高齢化
に備え、これに対応した制度設計が必要である。

介護保険料の推移 （円）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
全国 2,911 3,293 4,090 4,160 4,972 5,514 6,771 8,165
川西市 3,000 3,200 3,900 3,900 4,210 4,550 ― ―
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後期高齢者（７５歳以上）人口と生産年齢（１５歳～６４歳）人口の推移

平成２８年度は予算。平成２９年度は計画値。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア

向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜現行＞ ＜移行後＞介護保険制度

全市町村で
実施

現行制度と介護予防・日常生活支援総合事業の位置付け
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Ｈ２９年
４月から
の移行

（厚生労働省資料より）



国が示すサービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは旧介護予防訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 従前の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 旧予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村） 5

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、
市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要

（厚生労働省資料より）



基準 従前の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え
方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 旧予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、旧介護予防通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。
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③その他の生活支援サービス

○その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪

問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。

（厚生労働省資料より）
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国が示すケアマネジメントの類型

介護予防ケアマネジメントの典型例として以下の類型を想定しています。

ケアマネジメントＡ

原則的な介護予防ケアマネジメント
・介護予防支援と同様のプロセスで実施
・事業所のサービスを利用する場合
・訪問型・通所型サービスＣを利用する場合

ケアマネジメントＢ

簡略化した介護予防ケアマネジメント
・サービス担当者会議やモニタリングは必要に 応じて実施
・ケアマネジメントＡ又はＣ以外のケースで、ケアマネジメン
トの過程で判断した場合、（指定事業所以外の多様サービ
スを利用する場合）

ケアマネジメントＣ

初回のみの介護予防ケアマネジメント
・サービス担当者会議やモニタリングは不要
・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や
配食などのその他の生活支援サービスの利用につなげる
場合（必要に応じ、その後の状況把握を実施）

（厚生労働省資料より）
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２ 川西市の介護予防・日常生活支援
総合事業

（平成２９年４月開始）



川西市における介護予防・日常生活支援総合事業

基本的な考え方

○高齢者の「心身機能」「活動」「参加」に対してバランス良く働きかけ
ることが出来るように、地域における住民主体の切れ目のない効果
的な介護予防活動の育成・支援を行う。

○多様なサービスの活用により、費用の効率化を図ると共に、介護
専門職は身体介護を中心とした中重度支援に重点化を進める。

○高齢者が地域において自立した日常生活を営むために、多様で
柔軟な生活支援を地域の中で確保できる地域づくりを行う。

9
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川西市のサービス類型（全体像）

介護予防・生活支援サービス事業
（第１号事業）

訪問サービス
（第１号訪問事業）

通所サービス
（第１号通所事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事

業）

介護予防型
訪問サービス
（現行相当）

基準緩和型
訪問サービス
（サービスＡ）

介護予防型
通所サービス

（現行相当）

基準緩和型
通所サービス
（サービスＡ）

ケアマ
ネジ
メントＡ

指定事業者
制度により
実施

ケアマ
ネジ
メントＣ



平成２９年４月から開始

川⻄市における介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の構成

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新総合
事業）

介護予防・生活支
援サービス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者全員
・支援活動に関わる者

・要支援認定を受けた
者（要支援者）

・基本チェックリスト該
当者（介護予防・生
活支援サービス対象
事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

①介護予防把握事業

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）
⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

④通所型サービスC（短期集中予防サービス）

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等）

③通所型サービスB（住民主体による支援）
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〇介護の専門職による支援が必要な者へのサービス
〇訪問介護員による身体介護・生活援助を実施
〇サービス費用は国が定めた報酬（現行に準じた額）にて実施

川西市におけるサービス類型（訪問サービス）

介護予防型訪問サービス
（現行相当）

〇介護の専門職による支援を必要としない者へのサービス
〇訪問介護員又は市が定めた研修を受けた者による生活援助を実施
〇サービス費用は介護予防型の８割程度の報酬で実施

基準緩和型訪問サービス
（サービスＡ）

12



〇介護の専門職による支援が必要な者へのサービス
〇看護師等の専門職による機能訓練や体操等を実施
〇サービス費用は国が定めた報酬（現行に準じた額）にて実施

川西市におけるサービス類型（通所サービス）

介護予防型通所サービス
（現行相当）

〇介護の専門職による支援を必要としない者へのサービス
〇専門職以外の者による体操やレクリエーション等を実施
〇サービス費用は介護予防型の８割程度の報酬で実施

基準緩和型通所サービス
（サービスＡ）
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〇介護予防型サービス・基準緩和型サービスで実施
〇介護予防支援と同様のプロセスで実施
〇地域包括支援センターで実施

＊委託している場合は、指定居宅介護支援事業所でも可

川西市における介護予防ケアマネジメント

介護予防型マネジメントＡ

〇要支援１，２又は事業対象者で一般介護予防事業のみ使う場合実施
〇初回のみのケアマネジメント（但し、１年以内に評価を１回行う）
〇地域包括支援センターで実施

＊委託している場合は、指定居宅介護支援事業所でも可

介護予防型マネジメントＣ

14



〇新規申請の方はすべて要介護要支援認定の申請を行います。非該当になった場合、

必要な方のみ基本チェックリストを実施します。

〇以下のいずれかの方法を利用者が選択可能とします。
・要支援認定の更新申請
・基本チェックリストの実施
＊事業対象者（基本チェックリストにより判定を受けた者）には原則有効期限は
ありません。
ただし、１２か月間サービスの利用がない場合は、事業対象者でなくなります。
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川西市における総合事業利用の手続き

新規申請の方

〇住所地特例対象者に対する総合事業のサービスについては，住所地特例対象者が
より円滑にサービスを受けることができるよう，当該者が居住する施設が所在する市町
村が行うこととなっています。

住所地特例対象者の取扱いについて

介護予防利用者もしくは総合事業利用者が認定の更新を行う場合
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新規申請時の流れ

利用相談

要支援認定の申請

介護予防ケア
マネジメントＡ

介護予防・生活支援
サービス事業

予防給付

一般介護予防事業

要支援
１．２

非該当

介護予防ケアマネジメントＣ

非該当で
必要な場合

チェックリスト

介護予防支援または
介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防・生活支援
サービス事業
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要支援認定更新時の流れ（更新申請）

更新申請または基本チェックリストを選択可能

更新の申請

介護予防・生活支援
サービス事業

予防給付

一般介護予防事業

要支援
１．２非該当

介護予防支援または
介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防
ケアマネジメントＣ

非該当で
必要な場合

チェックリスト

介護予防ケア
マネジメントＡ

介護予防・生活支援
サービス事業
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要支援認定更新時の流れ（基本チェックリスト）

更新申請または基本チェックリストを選択可能

基本チェックリストの実施

介護予防
ケアマネジメントＡ

介護予防・生活支援
サービス事業

一般介護予防事業

非該当 該当

介護予防
ケアマネジメントＣ
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給付管理・区分支給限度額について

給付管理について

総合事業（現行相当サービス、基準緩和サービスのみ）においても、介護予防給付サービスと一体的に給付
管理を行う。そのため、事業対象者についても、下記表のとおり区分支給限度額を設定します。また、給付管
理を行ううえで、次の３点についても留意してください。
○総合事業においては、給付管理を行うサービスであっても給付制限を適用しません。
○総合事業においても、現行の高額介護サービス相当の事業（支給）を実施します。
○総合事業（現行相当サービス、基準緩和サービスのみ）においても、介護保険負担割合証の割合に応じた
自己負担とします。

区分支給限度額について

基本チェックリストからの事業対象者については、予防給付の要支援１と同じ利用限度額とします。現行相当
サービスにおいて、サービスの組合せにより、要支援２相当のサービス量が必要となる（５，００３単位を超え
る）場合は、要介護（支援）認定の手続きを行い、要支援２の認定を受ける必要があります。

要支援２ 要支援１ 事業対象者

１０，４７３単位 ５，００３単位 ５，００３単位

※保険給付サービスと総合事業サービスを併用している場合は、その利用単位を合算し、上記表の上限とな
ります。
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総合事業への移行①

対象者

① 平成２９年４月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方
（認定有効期間の開始年月日が平成２９年４月以降の要支援者）

＊第２号被保険者は、必ず要支援認定を受ける必要があります。
② 平成２９年４月以降に、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方

説明

・平成３０年３月末までに、既に要支援認定を受けている要支援者は、その認定更新等までは、従前の予防
給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）としてサービス提供します。
・平成２９年４月以降に認定更新等により要支援認定を受けた方が訪問介護・通所介護を利用する場合は、
総合事業としてサービス提供します。
（要支援者の認定有効期間は、最長１年のため、市全体では平成２９年４月から１年かけて移行する。）

Ｈ２９．４．１

総合事業開始
Ｈ３０．１．１

Ｈ３０．４．１

総合事業完全移行

要支援認定有効期間
Ｈ２８．４．１～Ｈ２９.３．３１

要支援認定有効期間
Ｈ２９．１．１～Ｈ２９.１２．３１

要支援認定有効期間
Ｈ２９．３．１５～Ｈ３０.３．３１

Ｈ２９．４．１から総合事業

Ｈ２９．１２．３１まで予防給付 Ｈ３０．１．１から総合事業

Ｈ３０．３．３１まで予防給付
Ｈ３０．４．１から
総合事業



21

総合事業への移行②

サービス利用の経過措置

サービス利用にあたっては，介護予防ケアマネジメントを実施する
中で，利用者の状況を把握し，専門職によるサービスが必要かどう
かを判断した上で，利用するサービスを決定することとなります。

なお，総合事業開始前から介護予防訪問介護・介護予防通所介
護を利用している場合は，総合事業への移行に伴う経過措置とし
て，本人の希望により，それまでと同等のサービス（介護予防型
サービス）を利用可能とします。
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３ 介護予防ケアマネジメントの体系
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介護予防ケアマネジメントの概要①

○平成２９年４月からサービスが移行するにあたり、ケアマネジメントを行う必要があり、同時期にケアマネジ
メントＡとＣを実施します。

ケアマネジメント サービス種別 報酬 作成者

現行相当サービス
（訪問型サービス
　通所型サービス）

基準緩和型サービス
（訪問型サービス
通所型サービス）

ケアマネジメントC
（初回のみのケアマネジメント）
※但し、１年以内に１回評価を行う

一般介護予防事業で対応す
る場合

４３０単位
＋

初回加算３００単位

地域包括支援支援センター
（ケアマネ事業所も可）

ケアマネジメントＡ
（原則的なケアマネジメント）

４３０単位
＋

初回加算３００単位
＋

介護予防小規模多機
能型居宅介護事業所
連携加算３００単位

　　地域包括支援支援センター
　
　
　　　（ケアマネ事業所も可）
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介護予防ケアマネジメントの概要②

予防サービスと
総合事業併用利用者

介護予防支援 ○ ○ ×

介護予防ケアマネジメント × × ○

予防サービス利用者 事業利用者

・総合事業以外の介護予防サービスを利用する場合は「介護予防支援（給付）」となります。
・介護予防サービスと総合事業の両方を使う場合も「介護予防支援（給付）」となります。
・総合事業や一般介護予防事業を利用する場合は、「介護予防ケアマネジメント（事業）」となります。
※平成２９年度は移行期間ですので、更新申請前で、総合事業に移行していない場合は、
「介護予防支援（給付）」となります。

プランの範囲 アセスメント ケアプラン作成
サービス担当
者会議

プラン有効期
間

モニタリング訪
問

評価

ケアマネジメントＡ
（原則的なケアマネ
ジメント）

・総合事業（相
当、Ａ類型）
・一般介護予防
・インフォーマルサ
ポート

実施 作成
プラン作成・
変更の都度

３～１２ヶ月
３ヶ月に１回
（他月は電話）

計画開始後６ヶ
月経過前、計画
期間終了

ケアマネジメントC
（初回のみのケアマ
ネジメント）
※但し、年に１回評価を
行う

・一般介護予防
・インフォーマルサ
ポート

初回のみ実施 簡易なもの作成 開催しない 期間なし
評価前に何らか
の方法で状況
把握

１年以内に状況
をみて１回行う



⑨ 重要事
項説明書・
契約書の変更、
締結

基本チェックリスト実施～サービス開始までの基本の流れ

利用者 川西市

居宅介護
支援事業所

地域包括支援
センター

③

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
協
議
内
容
を

も
と
に
、
利
用
者
へ
説
明
を
し
て
、
合
意
を
得

ら
れ
た
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実
施

④ 基本チェックリストの提出

⑦ 被保険者証の送付

⑤ 介護予防ケアマネジメント依頼
届出書を提出

(実際は利用者から居宅介護支援事
業所のケアマネジャーへ提出依
頼をすることが多い）

① 更新案内の送付

（居宅介護支援事業所が担当している利用者の場合）

② 介護予防支援・サービス評価表の協議

⑥

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
・
介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
依
頼
届
出
書
の
提
出

⑧ 介護予防ケアマネジメント委託

⑩

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
開
始
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基本チェックリスト実施～サービス開始までの基本の流れ

利用者 川西市

地域包括支援センター

②

介
護
予
防
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
評
価
表
の
評
価

結
果
を

も
と
に
、
利
用
者
へ
説
明
を
し
て
、
合

意
を
得
ら
れ
た
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実
施

⑤ 被保険者証の送付

① 更新案内の送付

（地域包括支援センターが担当している利用者の場合）

④

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
・
介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
依
頼
届
出
書
の
提
出

⑦

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
開
始

③

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
依
頼
届
出

書
を
提
出

⑥

重
要
事
項
説
明
書
契
約
書
の
変
更
、
締
結
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４ 訪問サービスの体系
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訪問サービスの指定基準①

介護予防型訪問サービス
（現行相当）

基準緩和型訪問サービス
（サービスＡ）

現行の介護予防給付と同様の基準による専門的なサービ
スを提供することで、要支援者等が自立した日常生活を営
むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指す。

現行よりも人員等の基準を緩和することにより担い手の幅
を広げ、その担い手により生活援助に特化したサービスを
提供することで、要支援者等が自立した日常生活を営むこ
とができるよう生活機能の維持又は向上を目指す。

訪問介護事業所 訪問介護事業所

・すでにサービスを利用していて、サービスの利用継続が必
要と介護予防ケアマネジメントで認められる方
・身体介護等、介護予防ケアマネジメントで訪問介護員によ
る専門的なサービスが必要と認められる方

・介護予防型訪問サービスに該当しない方で、指定事業者
によるサービスが必要と介護予防ケアマネジメントにより求
められる方

・身体介護
・生活援助
・身体介護＋生活援助
※活動内容は訪問介護の範囲内で通院等乗降介助は対
象外

・生活援助
※活動内容は訪問介護の範囲内で、身体介護と通院等乗
降介助は対象外

・管理者
資格要件なし　　常勤専従１人
※ 管理者は、支障がない場合は他の職務の兼務可能

資格要件なし   常勤専従１人
※ 管理者は、支障がない場合は他の職務の兼務可能

・サービス提供責任者

有資格者
常勤の訪問介護員等のうち，利用者40人につき１人以上
（一部非常勤可）。ただし，常勤のサービス提供責任者を３
人以上配置し，かつサービス提供責任者の業務に主として
従事する者が１人以上配置されている等の事業所は，利用
者50人に１人以上。
（介護福祉士、実務研修修了者、３年以上介護等の業務に
従事した介護職員初任者研修等修了者）

有資格者
従事者のうち，利用者40人につき１人以上。ただし，サービ
ス提供責任者を３人以上配置し，かつサービス提供責任者
の業務に主として従事する者が１人以上配置されている等
の事業所は，利用者50人に１人以上。
（介護福祉士、実務研修修了者、３年以上介護等の業務に
従事した介護職員初任者研修等修了者）

・訪問介護員等
・従事者（サービスＡの
場合）

有資格者　　常勤換算２．５人以上
（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者）

有資格者・一定の研修修了者　　１人以上必要数
（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、市が指定
する研修修了者）

サービス種別

人員基準

目的

運営主体

サービス内容

利用対象者
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訪問サービスの指定基準②

サービス種別
介護予防型訪問サービス

（現行相当）
基準緩和型訪問サービス

（サービスＡ）

運営

① 運営規程等の説明・同意
② 提供拒否の禁止
③ 訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
④ 秘密保持
⑤ 事故発生時の対応
⑥ 個別サービス計画の作成 等

① 運営規程（生活援助に限る）等の説明・同意
② 提供拒否の禁止
③ 訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
④ 従事者または 従事者であった者の秘密保持
⑤ 事故発生時の対応
⑥ 個別サービス計画にかわる簡易な指示書の作成　等

報酬額

月額包括報酬
（Ⅰ） 要支援１・２、事業対象者で週１回程度
　　⇒　1,168単位/月
（Ⅱ） 要支援１・２、事業対象者で週２回程度
　　⇒　2,335単位/月
（Ⅲ） 要支援２、事業対象者で週２回超
　　⇒　3,704単位/月

※ 各種加算・減算は予防給付と同様
１単位の単価は現在の地域別単価と同額（10.70円）

有資格者（訪問介護員等）と無資格者との賃金格差及び訪
問介護計画作成時間が減少することを考慮し、現行相当の
（１）の単価の８０％とします。

出来高報酬
（Ⅰ） 要支援１・２、事業対象者
　　⇒　233単位/回
利用限度回数
・要支援１、事業対象者　週１回
・要支援２、事業対象者　週２回

※ 加算は介護職員処遇改善加算のみ設定
１単位の単価は現在の地域別単価と同額（10.70円）

サービスの利用 ・現行相当サービス及び基準緩和サービスの併用不可
・現行相当サービス及び基準緩和サービスの併用不可
・住民主体サービスとの併用は可

介護予防支援
ケアマネジメントＡ（従前と同額）　　地域別単価は10.70円
従来通りのケアマネジメントを実施
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５ 通所サービスの体系
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通所サービスの指定基準①

サービス種別  介護予防型通所サービス（現行相当）
基準緩和型通所サービス

（サービスＡ）

目的
現行の介護予防給付と同様の基準による専門的なサービ
スを提供することで、要支援者等が自立した日常生活を営
むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指す。

現行よりも人員等の基準を緩和することにより担い手の幅
を広げ、その担い手により短時間のサービスを提供するこ
とで、要支援者等が自立した日常生活を営むことができる
よう生活機能の維持又は向上を目指す。

運営主体 通所介護事業所 通所介護事業所

利用対象者

・すでにサービスを利用していて、サービスの利用継続が必
要と介護予防ケアマネジメントで認められる方
・身体介護等、介護予防ケアマネジメントで機能訓練指導
員や介護職員による専門的なサービスが必要と認められる
方

・介護予防型通所サービスに該当しない方で、指定事業者
によるサービスが必要と介護予防ケアマネジメントにより求
められる方

サービス内容

・機能訓練（体操・リハビリ等）
・レクリエーション
・入浴
・食事
・送迎
・健康チェック

・機能訓練（軽体操等）
・レクリエーション
・送迎
・健康チェック

入浴 任意 原則実施しない。

食事 任意（食材費等を実費徴収可） 原則実施しない。

送迎
送迎の実施は必須（減算あり）
※利用者の希望により送迎の未実施が可能

送迎の実施は必須（減算なし）
※利用者の希望により送迎の未実施が可能
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通所サービスの指定基準②

介護予防型通所サービス
（現行相当）

基準緩和型通所サービス
（サービスＡ）

原則３～９時間
原則２～５時間
※現行相当サービスよりも短時間でのサービス提供を原則
とします。

・管理者
資格要件なし　　常勤専従１人
※ 管理者は、支障がない場合は他の職務の兼務可能

資格要件なし　　 常勤専従１人
※ 管理者は、支障がない場合は他の職務の兼務可能

・生活相談員
有資格者　　専従１人以上
（社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格
等）

有資格者　　１人以上　（提供日に配置）
（社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格
等）

・看護職員 有資格者　　専従１人以上　(利用定員１１人以上の場合） 不要

・機能訓練指導員 有資格者　　１人以上 不要

・介護職員
・従事者（サービスＡの
場合）

資格要件なし　　 専従１人以上　（利用定員１５人まで１人、
１人増えるごとに常勤換算０．２人）
※ 生活相談員又は介護職員のうち、１人以上は常勤

資格要件なし　　専従１人以上
（利用定員２０人まで１人、１人増えるごとに常勤換算0.1人）

・食堂兼機能訓練室（３㎡×定員）
静養室、相談室、便所、洗面設備、事務室、消火設備その
他の非常災害に必要な設備

・サービスを提供するために必要な場所（３㎡×定員）
静養室、相談室、便所、洗面設備、事務室、消火設備その
他の非常災害に必要な設備

サービス種別

提供時間

人員基準

設備基準
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通所サービスの指定基準③

サービス種別  介護予防型通所サービス（現行相当）
基準緩和型通所サービス

（サービスＡ）

人員・設備の
考え方

運営

① 運営規程等の説明・同意
② 提供拒否の禁止
③ 衛生管理
④ 秘密保持
⑤ 事故発生時の対応
⑥ 個別サービス計画の作成 等

① 運営規程等の説明・同意
② 提供拒否の禁止
③ 衛生管理
④ 従事者または 従事者であった者の秘密保持
⑤ 事故発生時の対応
⑥ 個別サービス計画にかわる簡易な指示書の作成　等

報酬額

・月額包括報酬
（Ⅰ）要支援１、事業対象者で週１回程度
　　⇒　1,647単位/月
（Ⅱ）要支援２、事業対象者で週２回程度
　　⇒　3,377単位/月

※各種加算・減算は予防給付と同様
１単位の単価は現在の地域別単価と同額（10.45円）

看護職員、機能訓練指導員の配置が必要ないこと、通所
介護計画作成時間が減少することを考慮し、現行相当の
（１）の単価の８０％とします。

・出来高報酬
（Ⅰ）要支援１・２、事業対象者
　　⇒　329単位/回
利用限度回数
・要支援１、事業対象者　週１回
・要支援２、事業対象者　週２回

※ 加算は介護職員処遇改善加算のみ設定
１単位の単価は現在の地域別単価と同額（10.45円）

サービスの
利用

・現行相当サービス及び基準緩和サービスの併用不可
・現行相当サービス及び基準緩和サービスの併用不可
・住民主体サービスとの併用は可

介護予防支援
ケアマネジメントＡ（従前と同額）　　地域別単価は10.70円
従来通りのケアマネジメントを実施

１ 通所介護・現行相当サービス・基準緩和サービスを一体的に行う場合（複数のサービス利用者に対して、同じ機能訓
練室で同じ時間帯に合わせて，サービスを行う場合）は，人員・設備は通所介護・介護予防型通所サービスの基準によ
る。
２ 通所介護・現行相当サービスと基準緩和サービスを一体的に行わない場合（別の部屋で実施したり時間帯等を明確
に区分するなどの，以下①～④の実施方法が考えられる。）は，それぞれの区分ごとに指定基準を満たす必要がある。

① 別の部屋で実施　②部屋を区切って実施（パーティション等により機能訓練室を仕切って実施等。）　③ 時間帯を分
けて実施（午前は基準緩和サービス，午後は通所介護・現行相当サービスを実施。）　④ 曜日を分けて実施（土曜日は
基準緩和サービス，月～金曜日は通所介護・現行相当サービスを実施。）
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６ 一般介護予防事業



事業 内容

介護予防把握
事業

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者
を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及
啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防
活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防
事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予
防事業の評価を行う

地域リハビ リ
テーション活動
支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民
主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施

35

一般介護予防事業

以下の事業類型をもとに、本市では、効果的な介護予防事業としていきいき元気クラブや
きんたくん健幸体操（転倒予防・いきいき百歳体操編）等をすすめていきます。
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川西市の介護予防事業

介護予防

認知症予防

平成２７年度

一次予防

いきいき元気クラブ

＊各地域包括支援
センターが主催

二次予防

毎日ちょこちょこ元気
づくり教室

＊中央地域包括支援
センターが主催

平成２８年度

一次予防

いきいき元気クラブ

＊各地域包括支援
センターが主催

一般介護
予防モデル
事業

きんたくん健幸体操
＜転倒予防・いきいき
百歳体操編＞

＊中央地域包括支援
センターが主催

平成２９年度

いきいき元気クラブ

＊各地域包括支援
センターが主催

きんたくん健幸体操
＜転倒予防・いきいき
百歳体操編＞

＊住民主体でおこなっ
ていく

中央地域包括支援
センターが支援

一般介護
予防事業

平成２７年度

認知症
予防モデル
事業

緑台地区・明峰地区

＊中央地域包括支援
センターが主催
各地域包括支援
センターが支援

平成２８年度

認知症
予防事業

日常生活圏域７地区

＊各地域包括支援
センターが主催
中央地域包括支援
センターが支援

平成２９年度

認知症
予防事業

日常生活圏域７地区

＊各地域包括支援
センターが主催
中央地域包括支援
センターが支援
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７ 指定手続き



①事業者の指定

38

総合事業における指定手続き

（１） 介護予防型サービス
○ 平成２７年３月３１日までに介護予防訪問（通所）介護の指定を受けていた事業者は，平成３０年３月
３１日まで総合事業の指定を受けたものとみなされています。
その後引き続き，川西市被保険者に対して介護予防型訪問（通所）サービスを行う場合は，川西市に
指定更新の申請が必要となります。
指定更新の案内は平成２９年度にあらためて行います。

○ 平成２７年４月１日以降に介護予防訪問（通所）介護の指定を受けた事業者は，みなし指定の対象に
なりませんので，川西市に介護予防型訪問（通所）サービスの指定申請が必要です。

（２） 基準緩和型サービス
○ 新たなサービス類型となるため，川西市に指定申請が必要です。
なお，指定申請の提出期限は，事業を実施しようとする２ヶ月前の月末までとします。

（３） 指定期間
○新規の指定期間は６年

②事業指定効力対象者

○川西市の事業所指定は、川西市の被保険者（住所地特例対象者を除く）、及び川西市に住民票のある
他市の住所地特例対象者にのみ適用されます。

○他市の被保険者に対して、総合事業のサービスを提供する場合は、それぞれの市町村から事業所指定
を受ける必要があり、変更届や指定更新申請も同様にそれぞれの市町村に届け出る必要があります。
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指定手続き一覧

指定を受けるサービス 事業者区分 指定手続 指定申請期限

① 平成27年３月31日において
介護予防 サービスの指定を受
けていた事業者

指定を受けたとみなされており
（平成30年３月31日までみなし
指定），手続不要です。
  ただし，平成30年４月１日以降
も引き続きサービスを行う場合
は，指定更新が必要です。

② 平成27年４月１日以降に新
規開設した 事業者 （みなし指
定の対象ではない事業者）

市の指定を受ける必要がありま
す

基準緩和型サービス
③ 基準緩和型サービスを行う
全ての事業所

市の指定を受ける必要がありま
す

介護予防型サービス
事業開始日の２ヶ月前の月
の末日までに， 申請書に必
要書類を添えて提出してくだ
さい。
 例）４月１日事業開始
　→２月２８日までに申請。
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８ 請求事務
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サービスコード等

訪問サービス 通所サービス 地域単価

予防給付 予防給付のコード 予防給付のコード
事業所所在地の
地域単価

介護予防型
（みなし）

Ａ１ Ａ５
事業所所在地の
地域単価

介護予防型
Ａ２

（介護予防型）
Ａ６

（介護予防型）
川西市の
地域単価

基準緩和型
Ａ２

（基準緩和型）
Ａ６

（基準緩和型）
川西市の
地域単価

※ 従来の介護予防訪問(通所）介護は、総合事業では現行相当の介護予防型訪問（通所）
サービスとして、基準・単価を同一として実施する。ただし、請求コードが異なる
ことに注意。

※ 従来のサービスに加え、緩和した基準によるサービスの基準緩和型訪問（通所）
サービスを実施する。基準・内容・単価は、現行のものと異なり、請求コードも
新設する。

※ 地域単価については、提供するサービスにより異なる。



国保連へ審査支払業務を委託した場合の事務処理の流れ

（１）利用者が総合事業のみを利用する場合

川西市
（保険者）

国保連合会

審査

事業費を請求

事業費を支払

要支援者

利用者 指定事業者

地域包括支援センター

事業費（介護予防ケアマネジメント費）を支払

給付管理票を提出

利用料支払
（利用者負担分）

サービス実施

事
業
費
を
請
求

事
業
費
を
支
払

事業費（介護予防ケアマネジメント費）を請求

介護予防ケアマネジメント
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国保連へ審査支払業務を委託した場合の事務処理の流れ

（２）利用者が予防給付と総合事業を利用する場合

川西市
（保険者）

国保連合会

審査

事業費を請求

事業費を支払

要支援者

利用者

指定事業者
（総合事業）

サービス実施

利用料支払
（利用者負担分）

地域包括支援センター

介護予防支援費を支払

給付管理票を提出

指定事業者
（総合事業）

利用料支払
（利用者負担分）

サービス実施

事
業
費
を
請
求

予
防
給
付
を
請
求

予
防
給
付
を
支
払

事
業
費
を
支
払

介護予防支援費を請求

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント
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参考

ＷＡＭ ＮＥＴ

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料
（確定版）（平成２７年３月３１日事務連絡）

• http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/t
op/gyoseiShiryou/kaigohoken/systemKanren/syste
mKanren001/20150331_01.html
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http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/t


介護予防・日常生活支援総合事業における公費の取扱いについて

A１ A２ A３ A４ A５ A６ A７ A８ A９ AA AB AC AD AE AF
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
（
み
な
し
）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
／
定
率
）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
／
定
額
）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
み
な
し
）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
／
定
率
）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
独
自
／
定
額
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
配
食
／
定
率
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
配
食
／
定
額
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
見
守
り
／
定
率
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
見
守
り
／
定
額
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
そ
の
他
／
定
率
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
そ
の
他
／
定
額
）

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

58
全額免除

○ ○

81
原爆助成

○ ○ ○ ○

25
中国残留

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12
生活保護

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○印は、請求が可能な公費 45



46

９ その他
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定款・運営規程・契約書・重要事項説明書について

定款・運営規程

契約書・重要事項説明書

【介護予防訪問介護・介護予防通所介護『みなし指定』事業者について】
事業開始までに定款上に総合事業についての記載が必要。定款変更に伴い、運営規程も総合事業用に
作成する必要があります。 また法人によって記載内容が違います。詳しくは所轄庁に確認して下さい。

【平成２９年４月１日以降介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受ける事業者について】
指定の申請時に定款・運営規程ともに総合事業についての記載が必要です。
※運営規程は、現在利用している運営規程に総合事業を追加することも可とします。

（定款記載例）
「介護保険法に基づく第１号訪問事業」
「介護保険法に基づく第１号通所事業」
「介護保険法に基づく第１号予防支援事業」

総合事業へ移行した利用者・新規に総合事業を利用する事業者に対して、総合事業の契約書・重要
事項説明書で契約を結びなおす必要があります。
料金表については、実施するサービスの利用料や自己負担金について記載してください。
※事業者により記載内容が異なるため、各事業所で確認する必要があります。



被保険者証 事業対象者 印刷イメージ
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